
学校体育施設開放事業利用申請書
	五所川原市教育委員会教育長

	
	申請日
	令和　　　年　　　月　　　日

	
	団体名
	

	
	団体住所
	

	
	代表者職氏名
	

	
	担当者名
	

	
	連絡先
	

	
	※連絡先は必ず連絡がつく電話番号を記載してください。

	
	電子メール
	

	　次のとおり学校施設を利用したいので、許可してくださるようお願いいたします。　

	学校名
	五所川原市立

	利用場所
	体育館（ 全面 ・ 半面 ） ／ その他（　　　　　　　）

	利用期間
	令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

	利用時間
	毎週　　　曜日　　　時　　分　から　　　時　　分 まで

	競技名
	

	使利用人数
	　　　　名（内、五所川原市民　　　　名）

	年齢区分
	□一般　　□中学生以下

	暖　　房　　利　　用
	□学校暖房機器（ダルマストーブ）　　□持込暖房機器　　□利用しない

	暖房利用料（学校暖房機器）
	1時間当たりの単価については、当該年度の2月の灯油単価に消費灯油量をかけて積算します。また、利用が１時間に満たない場合は１時間として積算します。
〇参考　R7年11月単価で積算した場合。
0.64L×灯油単価121円＝78円/h（小数点切り上げ） 　
1時間当たりの単価　78円/ｈ
〇留意事項
①1時間に満たない場合は、1時間の利用とみなします。　
②支払いは利用期間終了後に使用時間分を納付書にて請求させていただきます。
③持込暖房機器を利用される場合は、燃料も準備していただきます。

	利用備品
	[bookmark: _GoBack]

	備考
	市ホームページでスポーツ活動を行っている一般の団体名・競技名等の一覧を掲載し、スポーツ活動を行いたい方々とマッチングさせることを考えています。ただし代表者名等の個人情報は掲載しません。
※小中学生以下の団体については、市のホームページの「五所川原圏域地域クラブの紹介」にて掲載いたしますので、記載不要です。
その市のホームページに活動団体名の掲載を　□　許可する・□　許可しない


※申請時の注意
①申請は、原則として、10名以上の団体であり利用者の半数以上が五所川原市民である必要があります。
②申請は、原則として、１団体１校、１人１校、1団体週１回の利用となります。
③利用団体が多数の場合は利用調整し、半面利用、隔週利用、または利用不可となる場合があります。
④緊急に連絡する場合もありますので、担当者の電子メールと連絡先は忘れずに記載してください。
